
No. 質問 回答

１

　組合員種別コード欄に記入する
コード「1:一般」「11:一般短期」
「17:後期短期」はどのような職種を
指すか。

　「1:一般」･･･正規教職員、暫定再任用職員（フルタイム）
　「11:一般短期」･･･臨時的任用職員、会計年度任用職員、暫定再任用職員（短時間勤
務）、定年前再任用短時間勤務職員、日勤講師（非常勤教員）等
　「17:後期短期」･･･後期高齢者医療の被保険者（75歳以上の者、又は65歳以上75歳未満
で一定の障害について後期高齢者医療広域連合から認定を受けた者。）

2

　喪失理由コード欄に記入するコー
ド「10:転出（他支部）」「11:転出
（地共済）」「13:転出（国共済）」
の違いは何か。

　「10:転出（他支部）」･･･公立学校共済組合の他支部（千葉支部、大阪支部等）
　「11:転出（地共済）」･･･公立学校共済組合以外の地方公務員等共済組合（東京都職員
共済組合、東京都市町村共済組合等）
　「13:転出（国共済）」･･･国家公務員共済組合（文部科学省共済組合、厚生労働省共済
組合等）

3

　証等の回収枚数欄について、被扶
養者が数名いる場合、被扶養者証と
資格確認書の枚数は分けて記入した
方がよいか。

　被扶養者証と資格確認書を分ける必要はありません。被扶養者証、資格確認書の合計枚
数を記入してください。

4
  資格喪失時に青い保険証を返却し
なくてはならないが、紛失してし
まった。どうしたらよいか。

　「資格喪失時紛失届」〔用紙№紛失２〕を作成し、「令和６年度末公立学校共済組合退
職者資格喪失届書」と一緒に提出してください。

5

　組合員より、一度発行した資格喪
失証明書を紛失してしまったとの申
し出があった。再発行して問題はな
いか。

　問題ありません。年度末退職の方については、発行時と同様に、必要であれば各所属所
で再発行していただいて差し支えありません。

6

　臨時的任用教職員で令和7年3月26
日付で任用終了となる組合員が、令
和7年4月1日から別の所属で正規教員
となる。旧所属での資格喪失手続は
必要か。

　臨時的任用教職員（短期組合員）と正規教員（一般組合員）は組合員種別が異なるた
め、任用終了から次の任用開始までに空白期間がある場合は資格継続となりません。
　旧所属で資格喪失手続、新所属で資格取得手続を行う必要があります。
  なお、空白期間については、国民健康保険等に加入してください。

7

　連記式の資格喪失届書に記載され
ている全組合員の書類が、提出期限
までに準備できそうにない。回収で
きた書類のみを添付して先に提出し
た方がよいか。

　基本的には全員分の書類が揃った状態で御提出いただくものですが、４月末まで待って
も書類が揃わない場合には、届書のコピーを取って、先に揃っている書類のみ添付して提
出してください。
　その際、不足書類等について、該当組合員の備考欄に今回提出できない理由等を記入し
ていただくとともに、引き続き不足書類の回収に努めてください。
　また、後日追加書類送付の際には、回収した証等のみで送付せず、必ず先に送付済みの
資格喪失届書の写しを添付の上、資格担当宛に御提出ください。

８

 連記式の資格喪失届書に記載された
組合員の提出書類について、年金関
係書類のみ準備に時間を要する組合
員がいるが、どうしたらよいか。

　現時点で揃っている資格関係書類（「令和６年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届
書」「組合員証等」）のみ専用封筒に入れて提出してください。年金関係書類について
は、準備でき次第、直接年金担当宛に送付してください。

９
　退職時に「資格情報のお知らせ」
についても回収する必要があるか。

　「資格情報のお知らせ」については回収する必要はありません。御不要の場合には、組
合員各自で処分していただくよう、御案内ください。

10
　資格喪失する組合員について、組
合員証・被扶養者証、資格確認書を
全て回収・返却する必要があるか。

　組合員証・被扶養者証を所持している場合は、全て回収・返却していただく必要があり
ます。
　また、資格確認書については、有効期限が到来していないもののみ回収が必要です。現
在、マイナ保険証利用の有無により最長５年有効のもの又は最長３か月有効のものを所持
している方がいらっしゃいます。対象組合員に確認の上、有効期限内の資格確認書の回
収・返却をお願いします。

11
　資格喪失した組合員が音信不通に
なり、組合員証等の回収ができな
い。どうしたらよいか。

　電話等で直接話ができない場合、封書に返信用封筒を同封する等、書類の回収に努めて
いただいた上で、どうしても連絡不能である場合は、その旨を備考欄に記入して御提出く
ださい。

12

　退職後、再就職の予定はあるが、
任用開始日や所属は決まっておら
ず、資格が継続するかどうかが不明
の場合、どうすればよいか。

　資格喪失の時点で再就職の日付等が未確定の場合は、組合員証等の回収漏れを回避する
ため、資格喪失手続を行ってください。また、資格継続の可能性がある旨を備考欄に記入
してください。

「資格喪失手続」Ｑ＆Ａ 別紙７


